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会 議 次 第 

（１） 第５期小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画につ

いて 

（２） 災害時要援護者支援体制について 
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開会あいさつ 

欠席 － 上原委員 

あいさつ 

資料確認 

 

議事開始 

（１）小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画について 

  （医療と福祉について）説明が行われました。 

 

 では、これについてご意見を伺わせていただきたいと思います。 

 

恩田です。前回もちょっと間違えて発言してしまったのですけれど

も、今回、医療と福祉ということで改めて発言させていただきます。 

前回も言いましたけれども、ここにも小金井市は在宅医療に従事す

る医師が十分ではないと書いてありますけれども、私の知る限りでは

24時間の訪問診療をされている医師というのが、多分小金井市にはお

一人もいらっしゃらないかなと思います。 

私がケアマネジャーになって担当しているご利用者さんで、最後ま

でご自宅でという方を、今まで何人か担当しておりまして、皆さん、

医師は小平市であるとか武蔵野市であるとか府中市であるとか、他市

に依頼をしています。他市のお医者さんが来てくださって本当にあり

がたいのですけれども、他市ですので、やはり遠いということで断ら

れたりとか、自分の市だけで精いっぱい、手いっぱいですといって断

られたりということもあります。やはり、お医者さんにとっては大変

なお仕事だとは思うのですけれども、小金井市の中で何とか、在宅診

療のお医者さんがいてくださったらなと思うことが本当にいつもあり

ます。 

例えば、この間もたまたま９月30日付の『シルバー新報』に載って

いたのですけれども、今後の介護保険の在宅に関して、やはり訪問診

療というのはもう不可欠だと載っておりまして、それは医療経済研究

機構というところで開催したシンポジウムでだったのですが、いかに

して在宅診療・訪問診療をされる医師を増やすかということがポイン

トだというような記事が載っておりまして、その中で、千葉県の柏市

で、そういった訪問診療・在宅医療のお医者さんを、地元の開業医に

研修を行って増やそうという試みが載っていたりもしておりまして興

味深く思いました。 



 

 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

大鳥委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

大鳥委員 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

恩田委員 

 

 

 

 

介護福祉課長 

 

 

 

 

 

 

それで、今回この重点課題のプリントの２ページのところの【施策

の方向性】というところで、訪問診療・在宅医療の充実についてどの

ような手法が取れるかを検討していきますというふうに載っているの

ですけれども、具体的にどのような検討をされるのか、何か具体案の

ようなものがあれば、市のほうで教えていただければと思うのです

が。 

 

小金井の在宅診療所というのは、全くゼロなのですか。今、お話聞

きましたら、一人もいないということなのですけれども。いわゆる在

宅診療所をもし登録すれば、診療報酬が若干割り増しになるというの

が、３年ほど前に出たのですけれども、それでもやはり小金井は増え

ないのでしょうか。 

 

それは24時間の議論でおっしゃっているのですか。 

 

いえ、24時間とは限らない、在宅診療所ということで、往診を積極

的にやれる診療所がどれくらいあるのかと。 

 

では１点は、どのような手法が取れるかを検討していきますという

のは、どういうことを検討できるのかということと、もう１つは往診

ができる在宅診療所の、これはあとで医師会の篠田先生にお聞きした

いと思います。取りあえず、最初のどのような手法が取れるか検討し

ていきますというところですかね。 

 

すみません。それで、私のほうは24時間というところにこだわって

います。なぜなら、非常に重病な方、例えばがん末期の方とかはもう

時間が関係ありませんので、私のほうは24時間でこだわってお聞きし

たいと思います。 

 

介護福祉課長です。はっきり言って、まだちょっと具体的なところ

というのは難しいと考えております。というのはやはり、市内の医療

機関の皆さんには、日中の普通の全市民を対象とした診療を基本とし

ていただいているところです。その中でも、休日の診療ですとか、そ

ういうものに対してお力を今、小金井市の医師会にはその一翼を担っ

ていただいているようなところで、当然、医師会と市も含めて、どう

いう形が取れるか話し合いをぜひこれからもさせていただきたいので
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すが、この３年間と期間を限った場合に、24時間をすぐにどういう形

でというところは、少し難しいところもあるかなと思っています。先

ほどお話があったとおりに、小金井市だけ、単独で医療との連携を充

実させていくというのは、今の段階では難しいのではないかと考える

ところがございます。 

ですので、今回の介護保険の改正の内容につきましては、従前から

お話があったとおりに、地域でできるだけ、最後まで暮らしていただ

けるような体制を整えるという中で、医療との連携というのはとても

大事だと考えていますが、まずは、医師会の先生にどのようなご協力

がいただけるかもお聞きし、あとは、何でもかんでも診療も含めて24

時間という形は、今の段階では難しいので、24時間の体制をキープし

なくてはいけない優先的な方々等の中で、できる体制というのがどん

なものかを考えていきたいと思っています。 

それが、もしかしたら市内だけではなくて、近隣の市、もしくは全

都的に何か提案をしていかなくてはいけないような状況も出てくるか

と思いますが、大変申し訳ないのですけれども、現状でこれという具

体策、市としてこの３年間で提供できるものというのは、今現在では

ちょっと申し上げることはできません。 

 

篠田先生、いかがですか。 

 

現状、おっしゃられるように、ゼロです。初めは三十何名登録して

いましたが、直ちに返上しました。数値は少し違うかもしれませんけ

れども、亡くなられる方の８割は病院だと思います。自宅は約２割だ

と思います。なぜそういう数字かというと、みんな病気になる前は自

宅で死にたい。ところが病気になって終末期は病院です。ところが小

金井市内には、その救急を受けてくれる病院が残念ながらないのです

ね。 

先ほど、柏市とおっしゃったけれども、柏は慈恵医大の柏病院もあ

るし、がんセンターもありますし、いよいよ困ると救急を受けてくだ

さるところがある。小金井はないのです。 

もし私が受けたとします。私も、風呂も入るし、トイレも入るし、

遊びにも行きます。なぜ契約したのに受けないんだという、必ず誰か

が、家族の誰かが異議申立をします。現状は。それですごく嫌な思い

をします。 

病院が確保できれば、緊急にどうしてもとなったとき、看取るとい
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うのは日本人の感覚で、何があってもいくら出してもいいから病院で

という感覚が強いのです。そうすると、会員が嫌な思いをして、訴え

てやるとか、なぜ点滴しないんだとか、なぜペースメーカーを付けて

いないんだとか、挿管しないんだとか、そんなの一人でできるはずな

いです。ごく２割の人たちと信頼関係ができていればいいのですけれ

ども、できている家族は何も言わないです。親戚の方が来て言ってい

ろいろあって、今はほとんど訴訟になっている。 

市川先生はご存じだと思いますけれども、医療訴訟はすごく多いの

です。一生懸命やった行為があだになっていることが多いのと、必ず

急変したときに受けてくれますねという確約を、入院先の病院から取

った場合は在宅に戻った患者さんの受け入れを行っていますけれど

も、残念ながら小金井市内は病院がないこと。日赤さん、杏林さんも

ベッドが全然空いていないから、現状はそういうことです。 

私が聞きたいのは、柏市でそれを増やしたいという教育をしている

のは、誰がしているのですか。開業医にしているというのは。 

 

誰という名前はないですね。 

 

厚生省ですか、それとも。今、開業医にそういう教育をされている

と書いてあると。誰がやっているのですか。 

 

そうです、書いてありますが、誰がしているかというのはちょっと

書いていないです。市でやっているというふうに書いてあります。 

 

そうですか。では、結論からまず申し上げますと、今日いろいろな

議題が取り上げられたことを、医師会の地域福祉委員会の理事である

担当者に伝え、医師会の事務所で皆様が計画立ててくれた日に、夜で

すけれども、７時半くらいから１時間半くらいの予定でしたら、フリ

ートーキングでご要望をお聞きします。医師会と皆さんと相談してや

るということを、医師会の担当者から今日は申しつかって来ていまし

て、医師会でその内容を検討することに、いつでも前向きにしたいと

言っていました。以上です。 

 

これの取り扱いですが、これは各委員の意見ということでどこかに

出すのでしたか。ここに例えば個別のところの、最後のところにでも

こういう意見があったとか、そういう形にしますか。議事録にとどめ
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ることにしますか。 

 

基本的には、内容は議事録にとどめて、また、いただいたご意見の

中で、うちのほうで検討したいことというのはピックアップしていま

す。この３年間、もしくはこの先も含めて、医療との連携というの

は、当然、実施をしていかなくてはいけない部分ですので、この会で

もいろいろご意見をいただいているところです。その中で、医師会の

ほうとお話を進めたほうがいいような項目については、別途、行政と

医師会という形になるのか、もしくは意見をいただいた中で、例えば

介護のサービスの事業者の方々と医師が、話をできる場が必要だとい

うようなことで考えた場合には、そういう場を設定する形での努力を

進めていければと考えています。 

 

幾つかやっているのですけれども、委員の意見ということで載せる

パターンは、練馬はそうしているのです。ただ、それぞれの各所の方

針がありますから。 

 

計画の中に載せていらっしゃるということですか。 

 

一応、それでパブリックコメントを出して、ちょうどやっておりま

すけれど、ですから、そういう形で一つずつ一応入れておくというや

り方もあります。また、議事録で対応するということもあります。お

そらく、で、今、入れておくと言ったが、申し訳ない。そういうやり

方もあります。 

それからもう一方、この中で今の議論は、困難を予想される中、全

体で動こうとしている在宅のターミナルケアへの移行というのが、介

護保険やそれぞれのところでかなり重点的に出ているので、それに向

けた、要するに検討というのが医師会とされる必要があるということ

では、基本的な視点は間違いがないと思うのです。 

ただ、24時間で夜行けるという人がいるか。ある所は、お医者さん

の人口が多いので、そこでは夜、専門の人もいるようです。ある区の

人に聞いたら数人、それが専門している診療。その規模が63万とか70

万で、そして病院もありとかというところですから、状況が違うの

で、じゃあ基本的に在宅でのターミナルケアの可能性については、こ

れはもうどこかで検討するということを明記しておく必要があるの

で、そういう形の位置付けで考えられて、その関連の中で24時間ケア
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が出てくるかもしれないですね。 

だけど、そこまでうたわずに、ということをしておかないと、ちょ

っと医師会との調整が必要かもしれませんから、方向性として「在宅

でのターミナルケアのあり方に検討する必要を感じている」というと

ころで、収められるかどうか、ちょっと検討してください。それは一

般的な議論です。 

 

先ほどの質問の関係なのですけれども、24時間対応ではゼロだと。

それから、在宅医療を受けたい、診療を受けたいという場合に、往診

を積極的にやるという方針を持っている医療機関は、小金井に本当に

ないのかどうか。例えば、24時間対応できないけれども、何か緊急の

場合には連絡がほしいと、医者が自宅なり携帯電話を家族に教えてい

ると。それで何かあれば指導とか援助ができると。それも在宅診療医

療の一貫という位置付けがあるのでしょうか。 

 

それは、篠田先生、現状はいかがでしょうか。 

 

それは各気質の問題です。私は、重症患者さんには携帯を教えて、

困ったら電話をくださいという。ただ、ぜひ知っておいていただきた

いのは、終末期医療をしているホスピスはご存じですね。小金井の桜

町病院の先生が、日本のホスピスの発祥で、テレビに出ていらっしゃ

ったりいろいろな講演を全国でしていますが、ホスピスは、もし終末

期で行きますと点滴を抜きます。心電図も外します。何の役に立つん

だと、苦しむだけじゃないかと。平均入院日数、全国一緒です。28.8

日、27．何日、桜町病院もそうです。点滴抜きます、心電図もモニタ

ーも外します。ただし、これはホスピスの場合であり一般の医療機関

には当てはまりませんので、このような点は私達開業医の医師として

非常に悩ましい部分であります。 

例えば、終末期で点滴したら、かえって苦しい場合が多いのです。

心臓は通らなければいけないのですから。だからホスピスだけそうい

う措置をして、私達は終末期に何もしないと言われるのが、非常につ

らいというのが現状です。 

 

ですから、一応ここは、今の篠田委員のことからもわかるように、

今の医師会との話の中で進めていくということが重要だと思います。

あと、例えば夜間で何かあったら連絡できるところはあるのですよ
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ね。連絡ということに関しては。 

 

各主治医ですよね。主治医持っていない方は、これは救急車しかし

ょうがないのです。初めての人のところに行って、何かあったときは

必ず責任問題になります。 

 

そう。だから、開業医というよりも病院に、例えば私だったら、杏

林とか日赤に、こういう状態ですけれどもどうですかという形だった

り、医師会は夜間やっているのでしたかね。医師会は、何かあったと

きに、休日診療は医師会がやってくれていますね。 

 

はい。夜間は今、早急に、この委員会のメモを私が取って渡ししま

して、早急に皆さんとお話し合いをして対処したいという考えです。 

 

ありがとうございます。だから、幾つかのやり方はあると思いま

す。往診ができなくても話を聞いて、緊急だと思ったらすぐに入院し

てと。小金井という地域だけに限らない議論も含まれます。例えばど

こに病院があるかによって違いますから、それは少し、具体的な検討

を待たれると思いますね。地区は違っても、杏林も武蔵野日赤も、受

けないことはないですから。 

 

いいですか。お医者さんの状況からいうと、そう簡単に夜中に飛ん

で出るような体制はないし、ただ、聞くところによると、三鷹だとか

武蔵野、調布などは、在宅診療所がもうたくさんあると。小金井はな

いので、何が問題なのかなという気がするのです、武蔵野などは、在

宅診療所が25か所、三鷹が11か所、調布が15か所あるというのです

ね。24時間ではないけれども、往診できる、往診をする医療機関があ

るということらしいのですけれども、小金井との違いがあまりにも大

きいのですが、そのところは調べていらっしゃるのでしょうか。 

 

増田委員、多摩・府中保健所ということで、在宅診療所のことと

か、24時間のケアの議論とかが焦点になっておりまして、大鳥委員が

言われた点ですけれど、「在宅診療所が、小金井はあまりないけれ

ど、ほかのところはなぜあるのですか。」という議論ですが、お聞き

になっていることありますか。 
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今、医療機関から、地域へ在宅へというような流れは、国の指針に

併せて、各圏域・各地域で実施しているところかと思います。在宅診

療を行うかどうかというのは、各医療機関のご判断、また体力等によ

るところかと思うのですが、医療施策、東京都の医療をある一定の道

筋を付ける部署、医療政策といったところがあるのですが、そちらの

ほうで、各地域において、在宅診療をより積極的に進める、またそう

いうふうな働きかけを、今現在、行っているというようなところは、

ちょっと保健所のほうではタッチしていませんで、行っている方もい

ますが、ただそれは、あくまでも各医療機関の判断に任させられてし

まっているところが大きいかと思います。 

また、在宅診療だけではなく、小金井市さんというと、小児医療の

面でもやや薄いと聞いていまして、やはりそれは、一市だけで担うと

いうことではなくて、今は医療圏、二次医療圏といった考え方で、あ

る一定の地域、ここであれば小金井市、武蔵野市、三鷹市と併せて、

圏域の中での専門医療機関、またそれから地域でみる一般診療医療機

関というすみ分けができてくるかと思いますので、一小金井市だけで

考えるというのは、なかなか医療の面でいうと、厳しい面があるのか

なと思っております。 

 

基本的には各診療所の判断に委ねるということになると思います。 

 

往診もしていないというか、普通、医療機関、自分の患者さんの往

診はしていますよ。今の発言だと誰も往診していない。往診はちゃん

としていますよ。ただ、保健所とか東京都に届け出る24時間体制はな

いけれども、往診は行っています。昼休みが長いのは寝ているのでは

ないのです、往診に行っているのです。だから、往診はゼロではない

です。往診する医療機関いっぱいありますよ。それだけは誤解しない

ように、お願いします。 

 

在宅診療所という位置付けが、診療報酬との関係で、法律的にはあ

るのではないでしょうか。 

 

それは１か月３万円か何か、確かもらえるのだと思うのですけれ

ど、それは確か小金井ゼロ。武蔵野・三鷹には私立も含めて、緊急で

受け入れてくれる病院がいっぱいあるのです。小金井市にはないので

す。だから、真夜中は確かにないかもしれないけれども、昼間とか夕
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大鳥委員 

 

 

 

 

包括支援係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方とか、自分の患者さんの往診はみんなしています。どうぞそれだけ

は誤解しないでください。ただ保健所に届けてはいないのは、数は少

ないですけれどもね。でも、医療の一貫として、往診は当たり前だと

思います。 

 

それでは、先ほどから申し上げている、在宅医療に関しては検討し

ていくと。それとともに、これは医師会との事情もあるから、実態と

しての検討もしていくと。そしてまた一つの可能性としては、在宅で

の終末期ケアはどうするかが検討テーマに挙がると。そこで一つ、検

討ということです。そこで収めることができれば、このままの文章で

検討していただければいいと思います。よろしいでしょうか。 

あといかがでしょうか。 

 

包括支援センターに、方向性として、医療系の職員を配置するとい

うことが書かれてあるのですけれども、どういう資格を持った職員

を、その包括支援センターの中に配置するのか、ちょっとお伺いした

いのです。 

 

包括支援係長です。現在、市内には４か所の地域包括支援センター

がございます。国が定める一地域包括支援センターには、最低３人の

職員を配置するように義務付けられております。その３人の内訳とい

うのが、１人目が主任ケアマネジャー、２人目が社会福祉士、３人目

が保健師または経験がある看護師ということになっております。この

３人は必ず置くようになっていて、さまざまな問題にこの３つの分野

の職種が、話し合いをしながら連携して対応していくというのがこの

指針です。 

しかし、この３人だけではなかなか対応が難しいというのが現状で

ございまして、小金井市では、プラス２、にし包括だけが4.7になっ

ておりますが、一応５人の配置をしております。残り２人の職種につ

きましては、社会福祉系の所もありますし、ケアマネジャーを置いて

いるところもございます。その包括によってさまざまなのですが、現

在、みなみ包括とにし包括につきましては、看護師を２名ずつ配置す

るようにしています。ですから、医療職を複数配置というのは、現在

の状況で申し上げますと看護師が２人です。複数いますと、やはり、

５人の中で話し合いをしながら、１人だけの判断ではなくて、こうい

う人がいるのだけれども、こういうふうに対応するのはどうだろうと



 

 - 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹内委員 

 

包括支援係長 

 

 

 

 

委員長 

 

竹内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜本委員 
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いうような、話し合いができるというメリットがあるのは確実です。 

それは地域ケア推進試行事業というモデル事業を１年半、にし包括

で実施しまして、そこで医療職をテスト的に専任として配置したとい

うところでは、大きなポイントがあるということと、それから、みな

み包括では既に２人配置しているという実績がありまして、にし包括

でも２人配置をお願いしました。竹内委員、２人体制になったのは９

月からでしたか。 

 

そうです。 

 

はい。ということで、残る２つの包括につきましては、これはすぐ

増員ということではなくて、欠員がまた出た段階で、新しい職員を配

置するときにできるだけ医療職をということで、お願いする形で医療

強化というふうに考えております。以上です。 

 

竹内委員、そこに関して何かありますか。 

 

今、にし包括の話が出ましたので。社会福祉士の方が退職しました

ので、その欠員補充ということで、看護師の資格を持った方を採用し

て補充しましたので、現在は複数体制です。なぜ、看護師にしたかと

いうと、今説明がありましたように、医療職と福祉職がうまくパート

ナーを組んでやっていくことが、地域の看護・福祉の推進のために非

常に即戦力になるという経験が、２年間の実験の中で出てきましたの

で、それでこういう文面になっているのだろうと思うのですけれど

も、それに併せて、ここで採用をいたしました。 

問題は、社会福祉士よりも看護師のほうが、人件費が高いのです。

ですから、担当とすればなかなか苦労があるわけですけれども、市か

らいただいた費用の中でやりくりをしながら推進する、そういう方向

にいっております。 

 

関連ですが、今のこの医療系職員の配置というのは、いわゆる試行

事業としてやった地域連携推進、これと同じと考えていいのですか。 

 

どうですか。地域連携推進というのは、これは前回の議論で出たも

のですか。それとも事業としての地域連携推進ですか。 
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ええ、事業としてです。 

 

それは私のほうから。それとは違うのです。というのは、東京都が

試行事業を２年間やったのです。多摩地域では小金井市、区部では文

京区がやりました。その結果を、今後の事業の中で活かしていこうと

いうことで、東京都は始めるという方向性を出していますけれども、

財政的な裏付けがきちんとまだ見えてこないのです。ですからなかな

か、言っていることは素晴らしいのですけれども、現実に第一線でや

る担当事業者にしてみると、やりたいのだけれども不安が残るので

す。だけど、小金井市の場合は、市と社協とで協議をしながら、一歩

踏み出したと、そういうことです。 

 

地域連携推進ですので、看護師に限定していますけれども、その辺

が同じかどうか、聞いているのですが。 

 

ですから、結論としては、それと別の事業という考え方ですね。 

 

別の事業です。 

 

ですから、その限定することではないと。ただ少なくとも、地域包

括に医者がいるということを聞いたことが全くないので、むしろ看護

師と保健師とか、それからソーシャルワーカーとケアマネジャーとい

う一つモデルがあって、それに従って運営されているというふうにご

理解いただいたほうがいいと思います。そういう意味では、看護師と

保健師という形が医療の当事者というふうに認識していただいてよろ

しいかと思います。あといかがでしょう。 

 

先ほどの議論ですけれども、基本的には、先ほど篠田先生もおっし

ゃっていましたけれども、小金井市そのものに病院がないのだと。病

院が少ないと。そして医師も少ないと。 

 

医師は多いです。 

 

24時間体制で対応できる医師が少ないと。基本的には確かに、先ほ

ど話が出ましたけれども、三鷹とか、私の親も寝たきりですけれど

も、主治医が三鷹にいるのです。そこがかかりつけになっています。
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だから逆に、24時間も含めて、包括センターを頼らないと。 

だから、私はやはり、グランドデザインとして考えた場合、小金井

に対応できる病院が少ないということと、こういう機関に医師も看護

師も不足しているという現状を検討して、その部分をどうするのかと

いうのが、まずこの施策に入っていないと、一歩進んだ具体的な話を

して、こういうふうにしますと理想的なことを現場段階で話をして

も、大きな流れの中では、なかなかそういう介護を受ける対象の人が

どうしていいかわからないと。だとすれば、もっと大きい視野の中で

もって、周辺の市の医療機関と小金井市が提携して、そこの病院とこ

の介護医療とをいわば結び付けていくというような方向にしたほう

が、何か小金井市だけでもう考えてしまうと、ないものを将来できる

ではないかというような、こういう夢を与えてしまうことは、私はち

ょっと疑問に思うのですけれども、どうでしょう。 

 

この部分に関しましては、「寝たきり高齢者に対する訪問看護と

か、ターミナルケアの議論も検討に入れていくことの可能性を模索し

ますとともに、現状を踏まえ」というところをもう少し入れることが

精いっぱいでしょうかね。現状を踏まえて、どのような手法が取れる

かという具体的な提案を医師会と進めていくことになると思います。 

そういう意味では、この高齢者保険福祉計画のレベルを超えますの

で、医療と福祉、もしくは全体の医療の議論の中でこれを委ねない

と、少しここでは難しいです。ですから、その全体の要望があったと

いうことは、ここは行政、それと担当を通して、それぞれの部局に伝

えていただく。多分部局はもう十分承知していることだと思います。

そうですね、決定的、社会意識が違う中で、どういう具体的な案があ

るかということは、必要だと思います。 

それでよろしいでしょうか。この医療圏だけではちょっとここでは

しにくい。ですけれどもここの部分に必要があることは、きちんと明

記といいますか、お伝えして議論してもらうということになるのだと

思います。高齢者だけの議論ではないでしょうから。小児医療のこと

とかいろいろな医療が重なっていますので。あといかがでしょうか。 

 

事前に配られた③「医療と福祉」のプリントの２ページ目のところ

に、少しわからないことがあるので教えていただければと思うのです

けれども、真ん中の個別事業のところで、「24時間対応定期巡回・随

時対応サービスの整備」と書いてあるのですけれども、具体的には何
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でしょうかというのが１つと、あと２番「認知症対策の充実」のとこ

ろで、最後のほうに「市民後見人の育成を検討」というのがあるので

すけれど、今現在、市民後見人がいらっしゃるか。いらっしゃれば何

人くらいなのかというのを教えてください。お願いします。 

 

24時間対応定期巡回・随時対応サービスということですが、いかが

でしょうか。 

 

介護保険係の岡本です。１点目の「24時間対応定期巡回・随時対応

サービスの整備」というところについて、ご説明させていただきま

す。こちらのほうは、平成24年度から、制度改正により新たにできた

地域密着型サービスの１つとなっております。サービスの内容として

は、今までの夜間対応型サービスの24時間バージョンと考えていただ

ければ、イメージがつきやすいかなと思います。中身は、現在、訪問

介護サービスでは認められていない、短時間の訪問介護の提供であっ

たり、あと訪問介護事業者と訪問看護が連携して、在宅での生活を支

えるため、日中・夜間問わず介護者の方を支えていくというサービス

となっています。 

小金井市としては、今、夜間対応型の利用状況が芳しくないという

ところで、夜間対応型が使いにくいというところのお話もいただいて

おりますので、24時間のこの事業所を積極的に誘致していきたいと考

えております。ただ、夜間対応型と同じように、やはり想定の人口の

規模があると思うのです。なので、小金井市単独で事業所を設置とい

う話にはならないと思うのですけれども、今の夜間対応型と同じよう

な形で近隣市と提携をする形で、市民の利用ができるような形を進め

ていきたいと思っております。以上です。 

 

これは、訪問介護と訪問看護というのが軸ということになります。 

確かにこの訪問看護の場合には、小金井市だけではなくて幾つかま

たいでいますね。それでなおかつ成績を上げているので、その議論を

していくということでよろしいですね。例えば、東京老人ホームでは

訪問看護ステーションをつくったり、それはもう三鷹、練馬まで入っ

ていますから、そこを問わずに広げていますので、これは正当な議論

だというふうに思います。あといかがでしょう。 

 

すみません、市民後見人は。 
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介護福祉課長 

 

そうでした、市民後見人はどうですか。 

 

介護福祉課長です。これがちょっと悩ましい話ではあるのですけれ

ども、今、介護福祉課のほうで、直接的に実施をしているというの

は、親族の方等の後見が受けられないような、ご親族がいらっしゃら

ないとか、何らかの理由でそれをお願いすることができないような方

に対して、市長が申し立てる形の市長申立というものについては、市

のほうで後見制度を申請して、使っていただくような形にしていま

す。ただ、私は介護福祉課に来て２年目ですけれども、市長申立にな

ってしまう方というのは、年々増えてはいるのです。本当にごく最近

利用が始まったような状況で、担当の職員含めて、権利擁護センター

の方等にいろいろご意見をいただいたり、家庭裁判所のほうにいろい

ろ教えていただきながら進めているところです。 

この短期間に件数が増えていることもあって、これから進めばそれ

もプラスされていくような状況がありまして、全国的にそういう専門

的な、今は後見人というのは、行政書士の方であったり、そういう専

門職の方が多いのですけれども、すぐに追いつかなくなってくるだろ

うということもあります。また、そういう自分自身のことがわからな

くなった場合に、実際に必要になってくる支援について後見制度でで

きる範囲だけでも、すごく多くなってくるような可能性があります

し、そのため、間口を広げるというか、一緒に見守りをしながら後見

をしていただけるような方ということで、市民後見というお話が、先

進市では進んできていると思っています。 

報道等にもあるとおり、メリットもあればデメリットもあるという

ようなことも聞いていますので、今回、介護保険制度の改訂に当たっ

て、認知症の方々への対策の一つとして、この後見人制度の強化とい

うところは、国からも出ているところです。具体的に、先ほどのご質

問の市民後見人の市内の数というのは、直接には市のほうでは把握を

していないところです。権利擁護センターのほうで把握をされていま

すか。 

 

今、手元に資料がないのですけれども、小金井は比較的少ないと思

います。数人と聞いておりますけれども、正確ではありません。 

 

確か、一時期すごく話題になって、東京都レベルなのですか、すご

く深い研修みたいなものを実施されているところがあると。やはり市
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内で、できればそういうものを受けたいというご希望があるけれど

も、まだそこまで市のほうでできていないところもあって、そういう

都とかもっと別のところの研修を受けられたというような話は聞いた

ことがあります。 

実際にはまだそういうような状況ですので、まずは市民後見制度を

知ることから始めることも必要だと思いますし、市民後見人になって

みたいという方が受けられる研修というのも、今後考えていかなけれ

ばならないかと思いますが、まだ始まっていないというような状況が

ございます。 

実際には、社会福祉協議会と同じく権利擁護センターの専門の方々

等のご意見いただきながら、具体的に何ができるかを考えていきたい

と思っております。 

 

そういう意味では、ある区のところをやっていますけれども、社協

で運営委員長やっているのですけれども、そのときにも、やはり司法

書士とか社会福祉事務所とか、それからリーガルサポートという弁護

士のグループもあるのです。人口はそこは、実は３、４万なのです

ね、夜の人口は。もうみんな出ていっちゃうから。そういうところな

のですけれども、財産はすごく高いので、被害が大きいから、そちら

で守っていくのですね。 

ただ市民後見も入れなければ間に合わないのも事実なのですけれど

も、一方で市民後見だけではなくて、むしろこう福祉士とかそういう

ところへ入れる仕組みを少ししておくと、いわゆる、その人に委託す

ることもできるかと思います。ですから、市民後見の育成ということ

もそうだが、そういうふうに後見人になれる人を地域に増やせばでき

るし、社協は法人後見やっていましたかね。 

 

はい。法人後見についても、専門の弁護士さんとか司法書士さんが

やっていただくのが一番いいわけですけれども、どうしてもそういう

ところでお世話していただけない方について、今、委員長おっしゃっ

た、社会福祉協議会が法人として、組織として後見人になるのがある

のです。 

それで、既にそれに取り組んでいるところもあります。小金井市で

も将来それをやろうということで、試行的に１件、担当いたしまし

た。非常に法律問題等が絡んで、大変な仕事なのです。最終的にその

方はお亡くなりになったのですけれども、生きている間も、病院との
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関係、財産の扱い、それから亡くなったあとの相続まで、全部、担当

するのです。ですから、それなりのスタッフをそろえませんと、とて

も正式に取り組むことは難しい。それで、他の社協では、複数の正規

職員を配置して取り組んでいます。 

もう一つ大事なのは、その後見人を監督する後見監督人という制度

があるのです。これは家庭裁判所が承認したあれですね。この方が、

新聞で非常に出るのですが、財産が絡みますから、問題になったりす

ることがあるのです。これを監督するのを、個人よりも法人のほうが

いいだろうということで、社会福祉協議会が法人後見監督人になるケ

ースは非常に多いです。直接、後見人になるのはできるだけ専門家に

やっていただいて、どうしてもというのだけは社協が法人後見するけ

れども、むしろ監督を社協がやったほうがいいだろうという、今そう

いう流れになっています。 

 

そうですね。ですから、その運営委員会で必ず法人後見をするかど

うかの事例が出てきて、決裁を取るのです。それで指示を出して、こ

れは入るなといって、これは弁護士と分けるときもあるのです。そう

しないと微妙な、ですからそのとき、弁護士が２人と精神科医と医師

と、町会長と、福祉士、司法書士とか、それがメンバーです。そこが

やらないと厳しいので、今後、またそういうことが必要であるなら

ば、別の議論、地域福祉の議論できちんとしておく必要があると思い

ます。ですから、そういう意味では関係各課と協議し、市民後見の育

成を検討するという、このレベルで少し検討したいということで、こ

の案でよろしいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

ただ、法人後見を受けると、弁護士がバックにいなかったら駄目で

す。そしてやはり、問題があったら法的にもお金を経済的虐待で取り

返しています。そして、権利書が転々とする場合もあって、それも押

さえるのです。そういうことを区長申立来ますのでね。ですからそう

いう体制も、今後、考えていくということも必要かもしれません。こ

れは、この議論とはまた別の議論で出てくると思います。ほかいかが

でしょうか。 

 

２「認知症対策の充実」についてお伺いしたいのですが、この中

で、この前ページに、小金井は大体認知症の方は2,600人と推計され

ると。かなり多いです。それで対策なのですけれども、３ページの共

同生活介護事業所の整備というはグループホームのことですか。グル
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ープホームだとすれば、現在小金井市に４か所あるのかな。それで、

どれくらいの数をこの３年間でつくるというのか、市がつくるわけに

はいかないので、どこかの法人がつくるという場合に、積極的に応援

に乗り出していくと、いう一定の目安というのはあるのか、ないの

か、お伺いします。 

 

いかがですか。共同生活介護、これはグループホームでよろしいか

という話ですが。 

 

介護保険係の岡本です。共同生活介護事業所というのは、おっしゃ

るとおり、グループホームのことです。今現在、市内には４か所、合

計で定員47名となっております。昨年１か所整備したばかりですの

で、そこの事業所の運営状況等も勘案していかないといけないところ

ではあります。これは、次回の高齢者の住まいのところの検討課題で

もあるので、次回お話しようと思っていたところなのですが、地域密

着型サービスというのは市町村が指定する事業所となります。したが

って、市のほうはどんどん設置して、既存の事業所の運営状況が悪化

しても困るわけです。施設を利用している人が、事業所がつぶれるこ

とによって利用できなくなってしまう。行き場がなくなってしまうと

いうのも、一番まずい事態になりますので、既存の事業所の運営状況

等を勘案しながら、もし待機者が多い場合には、整備をすることも検

討していきますというような状況です。以上です。 

 

ですから、来年再来年の、まあ来年すぐという議論ではないでしょ

うね。運営状況を見ないと、新しくできたものとか、安定的にできな

かったらつぶすことになりますので、それは、今後、整備を検討して

いきたいということです。よろしいですか。 

 

この種のものというのは、どこかの法人が手を挙げてつくりたいと

いうときに、小金井市で計画がなければ補助も何もないですよね。そ

れで、去年できたグループホームというのはおそらく本町５丁目にあ

るところだと思うのですが、あそこはＮＰＯがやっているのですけれ

ども、私も非常に心配なので、あそこの施設の中を見学させていただ

きました。すると、かなりよくやっていると。それで、建築する際の

補助金は、確かなかったはずなのです。東京都が、見通しがつかない

から付けられないということで、小金井も付けなかった。ただし、運
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営補助をやっているはずなのです。 

それで、何かその人たちの生活の状況を見ると、みんな食事つくっ

たり、わいわいがやがややっていて、非常に何というか共同生活して

いる実態がよくわかって、ああいうものなら、もし小金井にどこかの

法人が手を挙げたときに、小金井は積極的にそれは支援していくべき

だと思うのです。それは意見です。 

 

意見があったということであります。何かそちらで補足することあ

りますか。 

 

補助金についてです。市で直接、市の一般財源を使って補助という

形はございませんでした。ただ、地域密着型のグループホームを建築

するに当たって、原資が国で都を経由してくる金額については、最大

限もらえるものを、市を通す形で、補助金の申請等を市が行って、そ

れでいただけたものを全額、新しくできた所に入っている形です。 

逆に、あくまで介護保険の事業所になりますので、そこは、先ほど

お話したのですが、定員があって、その定員が埋まっている間は、十

分回るような形で介護保険の報酬も入りますし、あと生活をする場と

しての位置付けがございますので、介護報酬以外の部分で生活に必要

な最低限のものというのは、入所される方と事業所との契約で決まっ

たお金というのが入っています。 

ただ、グループホームと小規模多機能型という事業所を併設という

形で開設しました。例えば小規模多機能型だけでは、運営をずっと続

けていくのがなかなか難しいという考えで、事業所を併設することに

よって、トータルで安定した運営を考えるということで、事業所が手

を挙げたという経過はあったと思いますし、実際、グループホームと

小規模多機能型の事業所は建設を考えていますけれども、計画の中で

１か所ずつ設置をするという形で、市で４期の間に募集等も行ったと

きに、なかなか、じゃあ小金井市でそういう事業所を運営しようとい

う手が挙がらなかったという現実、それは10年、20年の長いスパンで

安定した運営を行っていくには、例えばグループホームだけですと

か、小規模多機能型だけではなかなか難しいと、それぞれの法人さん

が判断した結果、なかなか手が挙がらなかったのかなというところ

も、考えられるかと思います。 

ですので、お話があったとおりに、計画の中でどうしても今、すご

く不足していて、すぐにでも欲しいという場合には計画に乗せて、積
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極的な募集等もかけていくところですが、１か所新しくできたばかり

ということもあって、状況を見ながら、募集の内容については考えさ

せていただければと思います。以上です。 

 

これにつきましては、一般的な選択の住まいの議論もあります。そ

れから特別養護老人ホームという、入所の議論もあります。幾つかの

ところとかみ合わせていかなければいけないので、今、そのご要望と

いいますか、いただいた意見は、意見として確定しておきたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

では、ちょうど３時になりました。どうぞ。 

 

そうしましたら、議論の途中で申し訳ないのですが、小金井市の災

害時要援護者の事業について、今回、３ページのところに入っている

ネットワークの関係にも関連するところですので、現状の事業の進行

状況を含め、地域福祉課のほうから説明をさせていただいて、ご質問

等受けさせていただければと思いまして、ちょっとお時間をいただく

ような形になります。よろしくお願いします。 

 

皆様、こんにちは。小金井市福祉保健部、地域福祉課長梶野と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、貴重なお時間をい

ただきまして誠にありがとうございます。それでは早速、小金井市の

災害時要援護者支援体制についてお話をさせていただきます。 

災害時に高齢の方や障害のある方など、援助が必要な方々への支援

は行政組織だけでは不十分であり、消防署、警察署、福祉関係の事業

所などの関係機関や民政委員の方々との連携が必要であり、また一番

身近な地域の方々による支援体制の確立が不可欠でございます。そこ

で市におきましては、小金井市地域防災計画に基づき、本日、お手元

にお配りさせていただきました、災害時要援護者の手引きを作成し、

要援護者支援の仕組みづくりを推進しているところでございます。 

災害時要援護者の対象となる方は、本日、お手元に「災害時要援護

者対策の手引き」があると思うのですが、そちらの２ページを開いて

いただきますと、下のほうになりますが、１－３「要援護者における

定義」というところで詳細が記載されてございます。高齢の方、要介

護の認定を受けておられる方、身体障害者手帳をお持ちの方、愛の手

帳をお持ちの方、また本人の申請により特に災害時の支援が必要な方

となっております。 



 

 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在までの取り組みですが、お手元の「災害時要援護者支援体制フ

ロー図」に沿いまして、説明をさせていただきます。 

まず市は、災害時要援護者情報に取り扱いに関する要綱に基づき、

関係機関共有方式による要援護者の抽出を行い、また手上げ方式によ

る要援護者を追加した「災害時要援護者名簿」を平成20年度末に作成

いたしました。「災害時一人も見逃さない運動」を行っている民生委

員さんと連携し、民生委員さんに要援護者名簿を提供いたしました。 

それを受け、民生委員さんが名簿登録者を一軒一軒訪問し、聞き取

りを行い、実際に援護が必要かの確認を行い、確認が得られた方から

個人票の提出を受けました。平成22年９月に名簿を更新し、新規に名

簿を登録された方を民生委員さんがまた一軒一軒訪問し、個人票の提

出を受けました。民生委員さんは、新規に個人票を提出された方を除

く、既に個人票を出された方を７月から再度一軒一軒訪問していただ

き、当初、個人票に申請された内容に変更がないかを確認していただ

きました。この要援護者支援の一番の資料となる個人票を確実なもの

にするため、個人票についての申請内容を確認していただき、個人票

の写しを要援護者の方にお渡ししていただきました。市は民生委員さ

んから個人票の提出を受け、現在保管しております。 

なお、ここまでの過程における個人情報の取り扱いにつきまして

は、既に個人情報保護審議会に諮問を行い承認をいただいているとこ

ろです。ここまでが現在の状況となり、これから個別支援プラン作成

作業に入るところとなっております。 

それではフロー図の今度右側の部分について、これからのことにつ

いてのご説明をさせていただきます。 

いよいよ個別支援プラン作成作業が始まるわけですが、まずフロー

図の中の一番左に「市、要援護者、民生委員、支援者、町会・自治会

等」とありますが、一番上の市の部分をずっと右のほうにいっていた

だいて、①の部分になります。個人票を提出していただいた要援護の

対象者の方に、今度は個別支援プラン作成のご説明と、町会・自治会

等への情報提供について説明をさせていただきます。これにつきまし

ては、市の職員が一軒一軒直接訪問し、ご説明させていただくことと

します。それで、①から矢印を下に下りました②につきましても、同

様に一軒一軒訪問させていただき、個別支援プランを作成することの

確認と、情報提供への同意についてのお返事をいただきます。お一人

お一人直接お会いして丁寧に説明をさせていただいて、ご理解を得

て、個別支援プランの作成につなげていきたいと考えております。 
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職員が訪問し、要援護者の方は、ここで③と④のどちらかに分かれ

ることになります。町会・自治会にお願いしなくても、ご自身で支援

者を見つけられますという方は③になります。ご自身で見つけられた

支援者の方と、個別支援プランを作成していただきます。支援をお願

いできる人が自分では見つけられませんという方は、今度④のほうに

いきまして、ご自身の情報を町会・自治会へ提供することに同意しま

すという回答を市がいただきます。 

そうすると市は、今度⑤になります。同意を得られた方の名簿を作

成いたします。作成された名簿は、今度⑥にいきまして、町会・自治

会さんにお渡しすることになりますが、ここで情報提供に関する協定

書を市と町会・自治会で交わすこととなります。災害時要援護者支援

対策の中で、ここからが町会・自治会さんに携わっていただくところ

となります。 

町会・自治会さんには、市から提供を受けた名簿の対象者の支援を

してくださる方を探していただきます。それがこの一番下、町会・自

治会等の⑦ということになります。支援者となられた方は、要援護者

とご一緒に、個別の支援プランを作成していただきます。これが⑧と

⑨のところとなります。そして⑩にいきまして、作成した個別支援プ

ランは、市と要援護者と支援者が保管して、災害が起きた際にはその

個別支援プランに基づき、行動をとっていただくこととなります。 

災害時要援護者支援体制は、最終的には全市的な展開を目指してお

りますが、まず一つのモデル地区を設定し、モデル地区における支援

プランの作成が終了した段階で、そのモデル地区での取り組みについ

て検証し、その検証結果を活かしモデル地区を順次拡大していきたい

と考えております。現在、モデル地区をお願いした町会さんには、２

回ご説明に伺いました。その地域の要援護者の方が、たとえその町会

の会員ではなくても、支援者をご自身で探すことができない場合は地

域で支援をしていただけるということでご理解をいただき、モデル地

区としてご協力をいただくこととなっております。 

小金井市でも、町会・自治会の加入率は50％を切り、また町会・自

治会自体が存在しない地域もございます。ご近所との関係が希薄にな

っている現在、地域の方々による支援体制づくりには課題がたくさん

ありますが、まずはモデル地区での支援体制づくり、それを検証した

結果を活かしたモデル地区を徐々に拡大し、地域での支援体制づくり

を進めていくことにより、広く市民の皆様にご自身の地域のつながり

や、地域での支援について考えていただけることと思います。 
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以上、大変短くて簡単ではございますが、私からの説明を終わりま

す。どうか質問とかご意見等いただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

この災害時要援護者支援体制フロー図の中に、名簿の共有というと

ころがあるのですけれども、ここに消防署、また障害福祉課がありま

すけれども、ここの中に警察署が出てきませんけれども、警察は入っ

ていないのでしょうか。 

 

では、私のほうから。この名簿の共有は平成20年にさせていただき

ました。その時点でございますけれども、警察への情報の提供につい

ては、抵抗というのも何ですけれども、市民の皆様のご理解が十分得

られたとは思えませんでしたので、保留させていただきました。 

この名簿の共有をするに当たりましては、情報公開・個人情報審議

会という、市長の諮問機関がございまして、そちらに各課で持ってい

る情報を一元化し、それを消防署、民生委員さんにご提供申し上げる

ということで、条例上の、外部提供原則禁止の適用除外事項をクリア

した経過がございます。そのときに、警察署につきましては、市民の

皆様といろいろ議論をしながら、これから考えていきたいというご説

明をしたところでございます。ただ、その後、このたびの３月の震災

等もございますけれども、全国的なかなり強い傾向としては、警察と

の共有は多くの自治体でなされているようでございます。その辺のこ

とも参考にしながら、今後どのようにしていくか、考えたいというふ

うには思っています。 

 

大変素晴らしい計画が、ようやく実現できたということで、市民に

とってはありがたいシステムだとは思います。ただ問題は、町会・自

治会の理解、協力ですね。今は組織率が既に50％を切っている状況が

あるというお話ですから、残りの50％の市民にどうするのかという問

題も残ると思うのです。私、先日立川市役所が新しくできたので見学

に行ったのですが、立川市役所に、「町会・自治会に加入しましょ

う、立川市自治会連合会」と、こういうカラーで素晴らしいチラシが

置いてあるのです。この中に今お話があった防災活動とか防犯活動、

健康づくり等の地域活動が入っているのです。 

ですから、小金井市は今まで町会・自治会にあまり深く介入するこ

とは避けていた経過があるようですけれども、できれば、地域のそう
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いうまとまりができていくような、こういう防災問題をきっかけにし

て、地域の絆が深まる、できあがる、広がるようなことも、これは福

祉保健部の担当ではないかもしれませんですけれども、全庁的に取り

組むような、そういうことも併せて考えていただいたら、なおこれが

効果的に広がるのではないかと思います。 

 

これは全部当てはまるのですけれども、基本的には介護予防も孤立

予防なのですよね。それが孤立していたら、介護予防などならない

し、パワーリハビリテーション（老化に対するリハビリテーション)

などに結び付かないということは、ある程度まちづくりという前提が

あったと思います。 

そういう意味では、防災・防犯・孤立予防、これはとても重なるも

のなので、そういうことの視点から、いわゆる協働したまちづくりを

目指すという方向で少し進めていただく一歩だと、ご理解いただくと

いいかなと思います。まあ当然、関わっているから、その部分はご了

解だと思います。 

ただあと時間的に、いつ被災するかによって対応が違うのですけれ

ども、そんなことを言っていたら何もできないので、むしろまず手始

めに、民生委員とか等々でやるということが不可欠だと思いますし、

社協は福祉協力員といいましたかね。 

 

地区委員です。 

 

地区委員ですね。ですから、地区委員を周辺にですね。地区委員の

協力も、個人情報が駄目でも、地区委員との連携を図ってやっていく

という面を少し強めたほうがいいという場もありますが、そこら辺は

どうですか。 

 

委員長のおっしゃるとおりでございます。先ほどもご指摘いただき

ました共有をしている範囲が、消防署、庁内の３つの課のほか、民生

委員さんでございますけれども、これから、共有する範囲を、地域包

括支援センターとか、あるいは障害者の方等の自立支援センター、そ

して社会福祉協議会等にも広げていく必要があると思っています。個

人情報の取り扱いという性質の問題がございますけれども、やはり、

震災そのものは、30年以内には来る可能性が高いと言われている中

で、日ごろから私たちが、いざというときに備えておく体制はもう絶
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対に必要でございますし、そのためには情報の共有は欠かせないとこ

ろでございますので、情報の共有を、安全性を確保しながら広げるこ

とによって、まずそこを取り組みたい。 

それから、委員長がおっしゃいましたように、まちづくりという観

点からでございますけれども、やはり地域の中で支え合う、助け合う

システムをつくるきっかけにもこれはなるかと思っておりまして、モ

デル地区の事業を成功させることが、ひいてはさらにその広がりを持

てるかなと思っています。町会・自治会という大きな力が我々にはご

ざいます。組織率50％といっても、実際に動いてくださっている町

会・自治会の力は非常に大きゅうございまして、ぜひまた町会・自治

会の皆様といろいろな議論をしながら、町会・自治会の輪を広げてい

けるような取り組みの一つになれればと思っています。 

 

あといかがでしょうか。 

 

鈴木です。このフローの図を見たときに、要援護者の左から２番目

のところには、削除の申し出がある方はここから外すとなっていて、

この段階で外れる方と、あと個別支援プログラム作成の作業中に、要

援護者のところの②から③になったときに、同意なしで各自で支援を

見つけるという、意思があってこぼしていく人たちが、最終的には災

害のときとかもこぼれる人になるのではないかと思うのですけれど

も、そういうところというのは意思がとても必要だということはわか

っているのですけれども、それの最終的な把握みたいなものというの

はできるのでしょうか。 

 

まず最初のところの、本人が拒否と申しますか削除を申し出た場合

の削除はちょっとあとに置きまして、次にご質問いただきました、私

ども持っている情報を、町会等にお渡しすることを、ご本人様のほう

で自分で見つけるからいいよとした場合でございます。これにつきま

しても、ご本人様には、ではどなたと支援の関係をおつくりになられ

るか、その情報は市にはくださいと働きかけます。やはり市のほうで

はそれを把握をさせていただいて、万が一被災されたときに、ご自分

で選ばれた支援者の方に連絡を取るなどして、ご本人様の安否確認な

り、そのほかの救助なりの支援につなげていきたいと思っています。 

ただ、最初のところでございますけれども、ここにつきましては、

現在のところ、実は市報で、市はこのような事業を行っています。三
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千何人分の情報を今持っておりますが、ご本人様のほうから、これは

必要ないとおっしゃられる方は申し出てください。それによって削除

しますと市報でお知らせをしたのですが、お二人からございました。 

やはりこのときにも、当時はきちんとした対応を取れなかったので

すが、きちんとしたご説明をし、ご説得を申し上げるべきだと思って

います。最終的には自分の命は自分でお守りいただくというのは、そ

れはそうですけれども、やはり、災害時には一人では避難することが

困難である方に対しては地域の皆さんとそういう連携を取ることが必

要だということはご説明を申し上げて、それで再度、考えていただく

ような働きかけをしていかなければいけないのかなと反省をしていま

す。 

そういう意味でも、これからそういうふうな同じことを繰り返して

いくわけでございますけれども、その中では、今申し上げましたよう

なお願い、ご説明を申し上げて、とにかく万が一のときのために、万

が一のときにはきちんとご支援ができるようにしていきたいと思って

います。 

ただ、最終的にですけれども、個人情報保護条例の中では、市民の

方の生命に関わるときには、その情報そのものは、第三者に提供する

ことは条例上可能になっているのです。ただ、私たちがそれをどうい

うふうに押さえているか、情報をどのように把握しているかという問

題はあるのですけれども、本人が拒否された場合にその情報は、いっ

たんはしまってしまいますけれども、でも各セクションでは、そのサ

ービスの情報として持っておりますので、緊急時にもう一度そこを洗

い直すシステムというのは検討しなければいけないと思っています。 

 

今の鈴木委員のご質問と関連しているのですけれども、最初のとこ

ろで、関係機関共有方式による要援護者の抽出、これ市が行うという

ことと、あと手上げ方式による要援護者の追加とあるのですけれど

も、福祉とか医療の現場はみんなそうなのですけれども、やはり埋も

れている人というのがいて、本人はもちろん言わないし、周りも気付

かないという方がいて、実はすごく支援が必要なのに、片隅で生きて

いらっしゃる方というのはいるのです。前に、この災害とはまた別

に、ひがし包括支援センターで、団地の全戸訪問をやったという話を

聞いて素晴らしいなと思ったことがあって、必ずその団地の人全員に

会って、支援が必要かどうかを確認しにいくというようなことだった

と思うのですけれども、何かそういった埋もれている人、こぼれてし
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まっている人もそうなのですけれども、埋もれてしまっている人、最

初誰からも見付けてもらえていない人に対して、何か対策というか、

何かお考えとかはおありでしょうか。それともそこまではちょっとと

いう感じでしょうか。 

 

今の段階で具体的な方法はちょっと思いつかないです。ただ、民生

委員のご協力をいただいて、75歳訪問というのは全員にさせていただ

いています。そこで、ご支援が必要がどうかということを聞き取って

いただき、ご支援が必要な方にはご支援をするような、ネットワーク

というような感じで組ませていただいています。それも一つの方法か

と思います。 

ただ、障害がある方とか、精神に障害があったりする方で、手帳を

持っていらっしゃる中に、在宅で、ある意味引きこもりのような形で

生活をされていらっしゃる人が、決していないわけではないと思いま

す。そういう方たちをどのように、ご支援の輪の中に入っていただけ

るかということはかなり難しい面もございます。一つ考えられるの

は、支援の活動が、皆さんにこう見ていただけるような形で動けば、

それは少しずつ浸透していけるのかなというふうに思っています。 

それからもう一つは、地域の中で困った人がいらっしゃるときに、

お気が付きになられた市民の方にも、何らかの形で、地域包括支援セ

ンターに、あるいは市の福祉部門のほうに、ちょっとした情報をご提

供いただければ、私たちはその方に対して、デリケートな問題はござ

いますけれども、それなりの接触をさせていただきながらご支援をし

ていただくような流れを、民生委員さんたちと協力しながらやってい

こうと思っておりますので、そういう形で、埋もれていらっしゃる方

というか、引きこもっていらっしゃる方へのご支援を考えていきたい

と思っています。 

 

今のお話ですけれども、そうすると要援護者に該当する①から⑤ま

での方というのは、現時点で3,000人と考えてよろしいのでしょう

か。 

 

4,300人くらいいらっしゃいます。この手引きの中の、災害時要援

護者というカテゴリーに入っていらっしゃる方はそのくらいいらっし

ゃるのです。実際に、民生委員さんにご訪問していただくと、中には

お元気でいらっしゃって、市のご支援がどれだけ必要かランクを付け
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れば、低いランクの方、それから絶対に必要な重いランクの方がいら

っしゃいますので、そこはこれから、ランク付けというと申し訳ござ

いませんけれども、必要度を見させていただきたいと思っています。

そして、重度の方から動くような形になるかと思います。 

やはり、お一人に対して２人の支援者を考えておりますけれども、

実際問題非常に厳しいです。それだけ協力してくださる方がいらっし

ゃるかどうか、かなり厳しいところがございますので、そういった重

さを分けさせていただくことも考えなければいけないかなというふう

に思っています。 

 

そういう意味では、その部署がいわゆるキーパーソンなりキーセッ

ションになりますけれども、今まで関わっている地域包括とか、その

障害者支援センターとか等々からの情報があって、それで協働して全

体をやっていくと。ただ、その緊急の場合にはここが軸になるという

理論ですね。仙台で聞いたら、仙台では被災地の地域包括センターが

利用者のところをかなり回っていて、もう行方不明でわからないとい

う人が数名だったというのです。ですから、それだけ結構回っている

ので、他の資源を活用し、そしてその中での役割を明確になさるとい

う方向になりますかね。 

 

実は小金井市でも、介護の事業者さんが3.11の時にはかなり回って

くださって、安否確認していただいているのです。それは私ども、後

になって教えていただいて、本当に申し訳ないと思ったのですけれど

も、実際にそういう形では、身近にサービスをご提供していただいて

いる介護事業者さん、あるいは障害の部分も含めてなのですが、事業

者さんとの連携もきちんとしなければいけないと思っておりますし、

二次避難所をつくったときに、そこでお手伝いしていただいた方たち

につきましても、地域の方たちのそういった専門的なスキルを持って

いらっしゃる方の、ご協力もいただかなければいけないというふうに

思っています。 

 

それと、特に３日間が持ちこたえてほしいと。起動するのに、やは

り３日くらいかかるのですね。ですから、そういう３日間を持ちこた

えるこの仕組みを、医療も含めて、少し近隣のところもご検討いただ

くことは必要だと思います。 
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もう一つ付け加えさせていただきたいのですが、災害時要援護者の

方たちへ、支援をする方を見つけるというご相談をするわけでござい

ますが、そのときに、支援をしてくれる方へのお願いの一つとして、

実際に震災が起こると、阪神淡路の大震災でも９割の方は自宅で亡く

なっているのです。かつ、震災から15分以内で亡くなっている方がか

なり多いのだそうです。それは家の中が、家具が飛んできたり何かし

て、下敷きになられて亡くなる方が非常に多かったというので、平常

時に震災対策と申しますか、家具の転倒防止とか、そういったことに

心掛けていただきたいと思っています。要援護者の方と支援者の方で

お話をするときに、転倒予防どうしていていますか、寝ていらっしゃ

るところでたんすなどありませんかみたいな話をしていただくこと

で、万が一震災になっても、その下敷きにならないような、その予防

を日ごろさせていただきたい。それが支援をしてくださる方の一つの

お仕事にもなるというふうに思っていまして、そんなお願いをしてい

こうと思っています。 

 

あとご質問あるでしょうか。これは、今回の計画のどこの部分に入

りますか。 

 

介護福祉課長です。こちら、第４期のときに、地域の支え合いによ

る要援護者支援という項目がございまして、今、こちらお手元に置か

せていただいている第４期計画の58ページのところになります。こち

らに、前回は「災害時要援護者支援体制の整備」という形で、載せさ

せていただいています。 

今回、こちらが高齢者介護保険の計画策定になりますけれども、全

体として、この項目の「災害時要援護者支援の事業」に関しまして

は、福祉保健部関係トータルでは、今日、来て説明をした地域福祉課

の地域福祉計画という部分というか、総合計画の部分に総合的な部分

が載る。あとは障害者の計画、高齢者の計画それぞれに、対象になっ

ている方がいらっしゃいますので、それぞれの計画でそれぞれの部分

に関して、項目を上げるという形を予定しているため、今日説明して

もらったところです。ですので、こちらは今日の資料に上げましたと

おり、「見守りのネットワークをつくる」という一環として、こちら

のところで載せていくのかなと思っていますが、具体的にはご意見を

いただきながら、素案の中に含めていく形になります。 

あと、今日お配りした資料１のこういう図の中で、高齢者の見守り
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の体制というか、イメージを図にしたものがございます。こちらの項

目等の中に、組み込んでいくような形になるかと思います。構成案と

いう、留めてある資料３の一番後ろのところに、この、以前にも一度

お配りした、「小金井市介護保険高齢者保健福祉総合計画」の体系の

図があります。こちらでちょっと見ていただきますと、この表のとこ

ろに、縦に１から４まであるのですけれども、そちらの３番「支え合

う地域社会づくり」、こちらのほうの項目の中に、一番最後の３－

３、緊急時の避難支援体制の確立というところで、こちらのほうが入

っていくような形になります。 

 

その際に、例えば関連するだろうと思われるところ幾つかあって、

介護予防のところとか、要するに見守りとか、それから高齢者見守り

支援というのもあります。これが２－１の２です。それから例えば、

地域包括支援センターの機能というところにも、この緊急時の対応と

いうのが含まれてくると思いますし、そういう意味では、何を申し上

げたいかというと、そこだけ単独というよりも、むしろ相互の連携を

少し強めて、また新しい議論をするよりも、この部分は特化するけれ

ども、しかしこことも関連しているという、少しイメージをはっきり

させておいたほうがいいかと思います。 

また人が増えて、いろいろな人が、その人が同じことを幾つも役割

やっているというケースが見られるので、むしろそこを、そちらで調

整するとか、地域全体の中で、もちろん介護福祉課から、こういうよ

うな見守りも必要だろうと。ですから、中心が災害のキーパーソンで

すけれども、そこら辺と少し連携を取って調整して、また新しい仕組

みという議論ではなくて、既存のものを活用しつつ、それと関わるの

だということも入れていただいたほうが、実際やるほうとしては楽で

すね。これは予防として。 

あといかがでしょうか。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

前後してしまったのですけれども、この災害時要援護者の関係なの

ですけれども、３月の震災の影響もありまして、市民の方々もとても

気にしていらっしゃる項目であるし、市の施策としても重大だという

ことで、この10月１日に、体制のほうを市のほうで整えるということ

で、異動がございました。順番が逆になってしまいましたが、地域福

祉課の災害時要援護者の体制についての、担当の自己紹介をさせてい

ただければと思います。 
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10月１日、辞令が下りまして、地域福祉課のほうに移動になりまし

た小俣です。主に、災害時の要援護者の皆さんへのご支援のシステム

づくりに務めるということでございます。 

私は、市川先生の教え子みたいなものですが、やはり全てというか

そういった仕事はまちづくり、地域づくりだと思ってございます。そ

ういう意味では、地域づくりという視点から、災害時の要援護者の仕

事をさせていただきたいと思ってございます。どうも、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 

地域福祉課で、一緒に災害時要援護者の関係でやっております、地

域福祉係長の小堀と申します。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

地域福祉課長の梶野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

ご質問おありでしょうか。はい、どうぞ。 

 

民生委員の川畑です。この災害時要援護者の件で、今、実は回って

おります。災害時要援護者は20年から始まりましたので、まだ私たち

も試行錯誤で調査のほうしておりますけれども、私たちの基本となり

ますところは、前からやっております高齢者ネットワークに登録して

いらっしゃる方がメインで、あと市のほうからいただいております、

介護保険の要介護３以上ということで、今回小金井市の市報のほうで

これが詳しく載っております。それ以外に市報をご覧になって、市の

ほうへ直接、要援護者として登録したいという方への名簿をいただい

ておりまして、その方たちを、今はまだ、高齢者ネットワークと両方

ですので、なかなか全て回っておりませんが、取りあえず高齢者のほ

うから回りましょうという形で、災害時のほうもこれから回ることに

なっております。 

お話をお伺いしておりますと、この市報をお読みになって、災害時

要援護者で登録すれば助けてもらえると思っていらっしゃる方がほと

んどなのです。申し訳ないのですが、災害が起こると民生委員も災害

を受ける立場でもありますし、出かけていていない場合もございま

す。お助けすることはできませんと。実は、安否確認をさせていただ

きますと。どこにいらっしゃるか、おけがしていらっしゃらないか、

もしその方が必要であれば、あそこにどういう方がいらっしゃいます

から、助けに行ってくださいという形の、町会・自治会なり、その場
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にいらっしゃる方のところへ、そういう情報は流して助けていただく

と、そういうことはできますが、私が一人一人、登録した方のところ

へ、全て回るわけにはいきませんので、一応こういうお話をして、了

解をしていただいた方には登録していただいています。 

先ほどおっしゃいましたが、身体障害者手帳を持っていらしても、

ペースメーカーなどをはめていらっしゃいますと、すごく現役でばり

ばりお仕事していらっしゃいますので、要りませんということでご辞

退なさる方も結構いらっしゃいます。ですから、そうなりますとこの

登録に入りませんので、先ほど漏れるというお話があったのですが、

実際は、手帳を持っていらしても、要援護者、私よりお元気よねとい

う実際民生委員の感想もありますので、そういう方は入っていらっし

ゃらないのは現実です。 

ただ私たち、回ってみて、本当にこの方は絶対必要よねという方

は、やはり委員の中でも回った時点でこの方は最初に回らなきゃとい

う、把握はそれぞれできておりますので、この間、３月11日のときな

んかは、もう揺れが収まりましたら私はすぐ回りました。各委員さん

もそれなりに回っていますので、登録されていらっしゃった方は、あ

る程度、安否確認という形は今回できたかなと思っております。 

ですから、災害時の要援護者というのはまだまだ始まったばかり

で、民政委員の中でも本当にこう、登録のほうをどういうふうに、も

少し簡略化したほうがいいのかとか、今委員会で検討中ですので、で

きるだけ皆さんのほうに、いい形にできるような方策をとりたいな

と、今、しております。以上です。 

 

ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

要するに登録を拒否するというか、そういう方はかなり多いのです

か。 

 

結構、いらっしゃいます。小金井は、お元気の方が多くいらっしゃ

いまして、75歳以上というと、高齢者の町別ネットワークという、私

は貫井北町ですが、貫井北町の２丁目の中で、担当地域の中を市から

いただく名簿で回るのですが、結構ですよということで、お会いにな

らないのです。でも、民生委員は、大概そこにそういう方がいらっし

ゃるというのを、どこかにメモをしてあります。頭の中に入っており

ます。ですから、登録していなくてもあそこにああいう方はいらっし
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ゃるという情報は、全員かどうかわかりませんが、民生委員としては

持っていると思います。 

 

よろしいですか。では、この第２議題の「災害時要援護者支援体制

について」は、個別事業を明確にした上で、また調整もそれぞれお願

いしたところでありますから、それをこの計画に載せるということに

ご理解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、どうもご苦労様でした。では第１議題に戻ります。この３ペ

ージのところで、まだ追加の議論あるでしょうか。医療と福祉のとこ

ろでございます。 

 

どうもよく見えないのですが、医療と福祉の総合的な関係強化・連

携強化を図るという目標は、具体的にこの中で、どういうふうな施策

になって現れるのかというところがまだ、明確ではないのではないか

と。例えば、２ページの寝たきり高齢者等に対する訪問診療など、在

宅医療の充実について、どのような手法が取れるかを検討していきま

す。と記載されているので、これは検討するというのは第５期の総合

計画に入るのか。こういうことをやりたいという施策の方向がちょっ

と見えにくい。だからここでは、医療と福祉の連携という中身がちょ

っと希薄ではないかなという気がするのですけれども、どうなのか

な。 

それともう一つは、認知症の対策の充実。これも、３ページにわた

って個別事業が出ていますけれど、認知症サポーター養成講座、現在

何人くらいこの講座を受けていて、そしてこれから何人くらい目指し

てやるのかというのを、少し数字が出る必要があるのではないかな

と。 

 

一応、具体的に１の部分だとこれが抜けているとか、具体的に、ち

ょっとこう漠然だと答えにくいので、ですから例えば、先ほどは、医

師会等とか担当ドクターとの関係もあるだろうと。また訪問看護等々

に関しては、市だけの議論ではなくて、市を越えた議論も必要だろう

ということが述べられた。そういう意味では、また、在宅での終末期

ケアとターミナルケアの一つの方向についてどうするかという議論も

出されたところでありました。 

そういう中で、スタートするということを明記したいという議論で

出されたことでありました。それとともに医療の部分で、とりわけ全
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体の医療、小児医療等とも関わりますから、これにつきましては、も

う少し医療の担当のところで詰めていただいて、どれくらいの他の病

院との関係ができるのかということも、引き継いでいただきたいとい

う話を先ほどしたわけでありまして、この点をということであれば、

少し入れていただくことが必要かと思います。 

２番目につきましては、この認知症のサポーターの議論が出て、こ

の数字はあると思うのですけれども、認知症サポーターどのくらい要

請して、今後どういうふうに目標を持ちますかという質問があったと

思います。いかがでしょうか。事務局のほうで把握していますか。 

 

今資料を持っていないので、現状の数はわからないのですけれど

も、認知症サポーターは、実は計画数値を持っているところで、今

日、お配りした「小金井しあわせプラン」、皆様にお配りした抜粋の

コピー版の132ページをご覧ください。そのページの一番上にある

「成果活動指標」というところの、上から２番目、認知症サポーター

数というのがございます。こちらは少し古い数字で恐縮なのですが、

平成20年の現状の数字として、102名の方に認知症サポーターの講座

を受けていただいて、サポーターとして登録をしていただいている状

況がございます。 

現状はもう少し多くなっているのですけれども、それに対して、目

標といたしまして、平成27年にはそのサポーター講座を受けていただ

いて、サポーターとして登録をしていただく方、4,000人に増やした

いという計画になっています。これは、「小金井しあわせプラン」と

いう、第４次小金井市基本構想前期基本計画が、平成23年度から27年

度を対象とした計画になっておりますので、その中で高齢者福祉に関

する項目としての目標として、ここに挙げている４つのものを数値目

標として挙げているところです。 

実際には、4,000人というのは結構厳しい数値ではあるのですけれ

ども、実現していくためにどのような方策を採るかということで、１

年１年の予算措置も含めて、担当のほうで計画を立てて、できる限り

これが達成できるような形を考えていきたいと思っております。 

 

よろしいですね。ほか、ありますでしょうか。 

この認知症サポーターはあまり養成しても動かないことが多々ある

ので、認知症サポーターをどう動かすかということも併せてしていた

だかないと、結局、要するにつくっただけでというケースが、今やた
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らにいろいろなところの市で出てきていて、今それをもう一度再検討

しようということで議論していただいているのです。だからどこに張

り付いて、その人のバックアップをどうするのかとか、システムに組

み込む議論を、養成と定着とか、そこら辺も念頭に置いていただくこ

とが必要かと思います。 

 

３ページのところに、例えば権利擁護センターの周知というのがあ

ります。それで一方、このしあわせプランの134ページのところで

は、権利擁護センターなどの関係機関との連携協力体制を整備する

と。しあわせプランのほうは比較的、推進とか充実とか努めるとか図

るとか、はっきり言っているのです。ところがこの２ページもそうで

すけれども、検討しますとか、何かしあわせプランを受けて、それを

さらに専門分野別に事業を推進するはずなのに、しあわせプランでせ

っかく力強く言っているのに、ここへ来るとブレーキがかかっている

ように思えてならないのです。ですから、もう少ししあわせプランと

の整合性を、その姿勢というか思想というか、姿勢の上で整合性を取

るようにしたほうがいいと思うのです。 

 

このしあわせプランというのは、基本的にメインとなる、根幹とな

る上位計画ですよね。では、少し上位計画との整合性を図っておかれ

たほうがいいですね。 

 

個別に申し上げれば、３ページの「権利擁護センターの周知」。こ

こで言っているのはただお知らせするだけでしょう。これは、しあわ

せプランよりも後退していますね。それから、一番最後の「民生委

員、町会・自治会」と、自治会は入れたほうがいいですね。それから

老人クラブ等で全部くくってしまっていますけれども、この辺は今、

ＮＰＯなども非常に活動が盛んになってきていますし、地域のさまざ

まな支援活動団体がありますから、「民生委員、町会・自治会、老人

クラブ及び市民活動団体等との連携」とか、もっと幅広い市民活動団

体をここに、「等」の中に入っているのでしょうけれども、こういう

形で出してもらったほうがはっきりすると思います。 

 

それから資料１で出た、この図の具体的なモデルが必要となるとい

うことですね。要するに、このネットワークということの議論なの

で、もう少しイメージをきちんとしてほしいということになるかと思
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います。 

あともう一度、くどいように言いますが、この高齢者見守りネット

ワークが、先ほどの見守りネットワーク、災害時のあれと類似しま

す。そしてまた、他の見守りもあるし、そこをどうきちんと整合性持

てるかというのは小金井版だと思いますから、今おっしゃったよう

な、こちらと一つの整合性を持つとともに、小金井としてこの部分、

既存のものをもう少し取り組んで整理したらいかがでしょうか。「ひ

とり暮らし・認知症・災害時を通した全体見守りネットワークの強

化」と書いてありますから、それを例えば図でどう書けるか。そうす

るとわかりやすく出てくると思いますので。 

そして、小金井の特徴的な見守りの強さは何でしょうか。民生委員

強いですよね。強いというかずっといろいろ計画やってきて、社協の

元会長も民生委員。東京都でずっと一緒に報告しました。何か事務局

でやられていた人ですね。ずっと一緒に、もう十何年前からご一緒さ

せていただいていました。こう、強いところはたくさんあるのですか

ら、そこを少し入れておくと、小金井版ができると思います。先ほど

のＮＰＯもそうですね。 

 

ＮＰＯ等に関しまして、一つ小金井市、今現在、市民協働という考

え方がございます。公民連携という考え方もございますので、どこま

で言えるかと、先ほどＮＰＯさんは当然協働があるし、連携もあると

いう考え方もございますが、市内にはほかに社会福祉法人等もござい

ますので、そういった関係をどこまで入れるかというところは、総称

として何かあればいいのですけれども、どこまで入れるかということ

についてはちょっと難しい。 

一つはその協働という考え方がありますので、連携と協働は違うだ

というところは、それは上位計画のほうでもうたっておりますので、

その辺を少し検証しながら入れていきたいと思っております。 

 

それはしあわせプランをつくるときに、市民活動団体の定義で整理

されていると思いますから、その辺を見て整理していただければ結構

かと思います。 

 

あと、２年前の４月に出た「新しい地域の支え合い」の中で、コピ

ーを差し上げたと思うのだけれども、地域においてモデル事業が出て

いるのですね。そしてまた、圏域の考え方が出てきて、その中で各圏
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域が違うという形で盛り合わせていくということがあるから、それは

考え方のところで、少し打ち出されたらいいのではないでしょうか。 

あとどうでしょうか。 

 

今、委員長と部長さんがおっしゃったように、小金井は素晴らしく

皆さん活動していらっしゃるのはもう十分わかって、私ももう認知症

が始まっていましてよくわからないのですけれども、実働は素晴らし

いものがあるのですけれども、やはりこう横のつながりとこれがない

と。どこかでつくりましょうと。それで、一番先に言ったのですけれ

ども、結論から言いますと、フリートーキングで要望を出すだけでは

なくて、誰が参加してもいい、ただ60人しか入れないけれども、そう

いう会場も要望があればすぐにでも開くという医師会の姿勢、それか

ら今月ですけれども、武蔵野・三鷹ともオブザーバーで参加させても

らって、そういう寝たきりあるいは在宅の人をどうしていいかとい

う、協力を要請したら、受け入れていただいて、進んでいるけれど

も、ものすごく素晴らしいことをしているけれども、確かに皆さん

が、様々な取組みをやっているのはすごくわかるのです。だから、そ

れをまとめたら素晴らしい市だと思うのです。 

ついでに、もう一つ言わせていただければ、東小金井というところ

には、向こうに通じる道が今までずっとなかったのですね。ピーコッ

クのところで行き止まりです。緊急時の交通網なんてどうしようもな

いし、毎日往診に行っている先生も、遠回りをしてすごく困るので

す。そうしたら、名前挙げたら失礼かと思うのですけれども、前市長

さんが道を造った道を造ったと、東小金井の人も知らないのです。や

っとすれ違えるくらいの細い道がある。ああいう道路整備もしないと

災害時も、往診行ってないと言っていますけれども、向こうから往診

に来ている先生は自転車で行っているとかそういう状態ですから、こ

れは何委員会に言っていいかわからないけれども、包括ですからいい

と思うのですけれども、やはり道路整備もしないと、緊急時に消防車

も来れない、通れない、支援にも行けない。その辺を、部長さんよろ

しくお願いします。 

 

まちづくりの内容になってきます。それで、武蔵小金井あるいは東

小金井駅周辺の整備が今進んでいるところですので、篠田委員がおっ

しゃってくださったような意見も、もちろん中ではだいぶ出てきてお

ります。それを集約した形で、緊急時の道路整備も含めて、今、検討
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も進んでいるところですし、小金井市の都市計画マスタープランも見

直しに入っているところですので、ちょっと過渡期とは思いますけれ

ども、貴重なご意見ありがとうございます。 

 

では、その次に議題に入ります。よろしいでしょうか。 

今日は介護保険料推計という部分を、まだ推計ですけれども議論さ

せていただいて、資料３の「総合事業計画について」に対しては、こ

れをやりだすとえらい時間かかると思うのです。ですから、それはち

ょっと今の時間からいって無理ですから、かなり議論を始めると本論

ですから、これは持ち帰って次回に議論をしていくということでよろ

しいでしょうか。 

では、お願いします。 

 

（事務局から介護保険料推計について説明が行われました。） 

 

では最後、タイムスケジュール、どうぞ。 

 

次回なのですが、来週の月曜日になります。今日、開催通知のほう

をお配りさせていただきましたので、そちらをご覧ください。場所に

つきましては、市役所第２庁舎の８階になります。次の検討課題につ

きましては、今回資料をお配りしています「高齢者の住まいについ

て」、高齢者の生活、もしくは介護保険の施設整備、住宅改修などに

ついて、ご意見をいただければと考えておりますので、今日、お配り

した資料「高齢者の住まいについて」というものをご持参いただけれ

ばと思います。 

また、本日、資料としてお配りいたしました、介護保険高齢者保険

福祉総合計画、こちら第５期の構成原案と銘打ってあるこちらにつき

まして、次回は簡単なご説明をさせていただき、内容についてのご意

見を賜りたいと思っておりますので、こちらの資料も次回お持ちいた

だければと思います。 

 

よろしいでしょうか。では、これで委員会を終わらせていただきま

す。部長、一言どうぞ。 

 

本日は、２時間半という長い時間、お付き合いいただきましてあり

がとうございます。今後とも、貴重なご意見をちょうだいしながら、
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よりより計画をつくっていきたいと思いますので、ご協力をよろしく

お願いします。今日はありがとうございました。 

 



 

 - 40 - 

 

提 出 資 料 

(１)事前配布資料 

・策定委員会検討の重点課題「③医療と福祉」 

・災害時要援護者支援体制フロー図（案） 

 

(２)当日配布資料 

・介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定員会スケジュ

ール（差替え版）・・・・・・・・・・・・・・・資料－１ 

・高齢合者の見守りネットワークイメージ図 

・第５期保険料推計・・・・・・・・・・・・・・資料－２ 

・介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画（構成原案） 

・・・資料－３ 

・平成23年度第３回小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合

計画策定委員会会議録（確定版） 

・平成23年度第６回小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合

計画策定委員会の開催通知・検討課題「④高齢者の住まい

について」 

そ の 他  

 


